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雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正

一

一
般
被
保
険
者
の
適
用
範
囲
の
拡
大
等

一
般
被
保
険
者
の
適
用
範
囲
の
拡
大
及
び
適
用
除
外
基
準
の
法
定
化

（一）

次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
未
満
で
あ
る
者
（
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
日

雇
労
働
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
を
除
く
。
）

ロ

同
一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
継
続
し
て
三
十
一
日
以
上
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
者
（
前
二
月
の
各

月
に
お
い
て
十
八
日
以
上
同
一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
雇
用
さ
れ
た
者
及
び
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た

場
合
に
お
い
て
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
日
雇
労
働
者
で
あ
っ
て
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
を
除
く
。
）

イ

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ハ

季
節
的
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、

（二）

（イ）

（ロ）

ニ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
、
第
百
二
十
四
条
又
は
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
学
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校
の
学
生
又
は
生
徒
で
あ
っ
て
、
第
六
条
第
一
号
並
び
に
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
者

一
般
被
保
険
者
の
適
用
範
囲
の
拡
大
等
に
伴
う
改
正

（二）
イ

被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
季
節
的
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
（
日
雇
労
働
被
保

険
者
を
除
く
。
）
を
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者

（イ）

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
時
間
数
未
満
で
あ
る
者

（ロ）
ロ

日
々
雇
用
さ
れ
る
者
又
は
三
十
日
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
が
、
同
一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
継

続
し
て
三
十
一
日
以
上
雇
用
さ
れ
た
と
き
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
の
認
可
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
日
雇
労
働
者

に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

特
例
対
象
者
に
係
る
特
例

被
保
険
者
期
間
に
算
入
す
る
期
間
の
特
例

（一）
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に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険
者
期
間
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

（二）
と
な
っ
た
こ
と
の
確
認
が
あ
っ
た
日
の
二
年
前
の
日
を
超
え
て
、
被
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
が
そ
の

者
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
時
期
の
う
ち
最
も
古
い
時
期
と
し
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
を
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
に
含
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

所
定
給
付
日
数
に
係
る
算
定
基
礎
期
間
の
算
定
の
特
例

（二）

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
イ
に
規
定
す
る
事
実
を
知
っ
て
い
た
者
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は

、
被
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
が
そ
の
者
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
時
期
の
う
ち
最
も
古
い
時
期
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
被
保
険
者
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

所
定
給
付
日
数
に
係
る
算
定
基
礎
期
間
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

そ
の
者
に
係
る
第
七
条
に
規
定
す
る
届
出
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
の
確
認
が
あ
っ
た

ロ

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
に
基
づ
き
、

被
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
が
そ
の
者
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
か
ら
控
除

日
の
二
年
前
の
日
よ
り
前
に
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さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
時
期
が
あ
る
こ
と
。

第
二

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

特
例
納
付
保
険
料
の
納
付
等

第
一
の
二

に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
が
、
雇
用
保
険
に
係

（一）

（二）

る
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
関
係
の
成
立
の
届
出
を
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該

事
業
主
（
当
該
事
業
主
の
事
業
を
承
継
す
る
者
を
含
む
。
以
下
「
対
象
事
業
主
」
と
い
う
。
）
は
、
特
例
納
付
保
険
料

と
し
て
、
対
象
事
業
主
が
納
付
す
る
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
一
般
保
険
料
（
第
一
の
二

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（一）

る
日
か
ら
当
該
特
例
対
象
者
の
離
職
の
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
っ

て
消
滅
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
（
雇
用
保
険
率
に
応
ず
る
部
分
の
額
に
限
る
。
）
の
う
ち
当
該
特
例
対
象
者

に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

額
を
加
算
し
た
額
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
事
業
主
に
対
し
て
、
特
例
納
付
保
険
料
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

（二）
る
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
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の
と
す
る
こ
と
。

対
象
事
業
主
は
、

に
よ
り
勧
奨
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
特
例
納
付
保
険
料
に
係
る
保
険
料
を
納
付
す
る
旨

（三）

（二）

を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

、

に
よ
る
申
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
特
例
納
付
保
険
料
の
額
を
決
定
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

政
府
は

（四）

（三）

こ
ろ
に
よ
り
、
期
限
を
指
定
し
て
、
対
象
事
業
主
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

対
象
事
業
主
は
、

に
よ
る
申
出
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

の
期
限
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

（五）

（三）

（四）

よ
り
、
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

雇
用
保
険
率
に
関
す
る
暫
定
措
置

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
雇
用
保
険
率
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
二
事
業
の
弾
力
条
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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第
三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

雇
用
勘
定
の
積
立
金
の
特
例平

成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
勘
定
の
積
立
金
は
、

平
成
二
十
二
年
度
及
び

（一）
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
雇
用
安
定
事
業
費
（
雇
用
保
険
法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に

要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
を
支
弁
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
限
り
、
同
勘
定
の
歳

入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
は
、
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
各
年
度
の
二
事
業
費
充
当
歳
入
額

平
成
二
十
二
年
度
及
び

（二）
か
ら
当
該
年
度
の
二
事
業
費
充
当
歳
出
額
を
控
除
し
て
不
足
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
百
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
雇
用
安
定
資
金
か
ら
補
足
し
て
な
お
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
同
勘
定
の
積
立
金
か
ら
当
該
不
足
分
を
補
足
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

に
よ
り
繰
り
入
れ
た
金
額
の
総
額
及
び

に
よ
り
補
足
し
た
金
額
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
雇
用
勘
定
に
お

（三）

（一）

（二）

い
て
、
毎
会
計
年
度
の
二
事
業
費
充
当
歳
入
額
か
ら
当
該
年
度
の
二
事
業
費
充
当
歳
出
額
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場

合
に
は
、
第
百
四
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
繰
り
入
れ
た
金
額
の
総
額
及
び
当
該
補
足
し
た
金
額
の
総
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額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
を
同
勘
定
の
積
立
金
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

に
よ
る
組
入
金
の
総
額
が

に
よ
り
繰
り
入
れ
た
金
額
の
総
額
及
び

に
よ
り
補
足
し
た
金
額
の
総
額
の
合
計
額

（四）

（三）

（一）

（二）

に
相
当
す
る
金
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
失
業
等
給
付
及
び
雇
用
保
険
二
事
業
の
弾
力
条
項
に
係
る
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

失
業
等
給
付

に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法

の
保
険
料
率

律
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
徴
収
保
険
料
額
及
び
国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
失
業
等
給
付
額
と
の
差
額
を
当

該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
積
立
金
に
加
減
し
た
額
並
び
に

に
よ
り
繰
り
入
れ
た
金
額
の
総
額
及
び

に
よ
り
補
足

（一）

（二）

し
た
金
額
の
総
額
の
合
計
額
か
ら

に
よ
る
組
入
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
、
当
該
会
計
年
度
に

（三）

お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
、
又
は
当
該
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す

雇
用
保
険
二
事
業
の
保
険
料
率

る
法
律
第
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
二
事
業
費
充
当
徴
収
保
険
料
額
と
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
要
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す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
た
額
（
雇
用
安
定
資
金
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
額
及
び
組
入
金
の
額
を
含
む
。
）
と
の
差
額
を

当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
当
該
雇
用
安
定
資
金
に
加
減
し
た
額
か
ら
当
該
会
計
年
度
末
ま
で
の

に
よ
り
繰
り
入

（一）

れ
た
金
額
の
総
額
及
び

に
よ
り
補
足
し
た
金
額
の
総
額
の
合
計
額
か
ら

に
よ
る
組
入
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得

（二）

（三）

た
金
額
を
控
除
し
た
額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
一
般
保
険
料
徴
収
額
に
千
分
の
三
・
五
の
率
（
同
条
第
四
項

第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
千
分
の
四
・
五
の
率
）
を
雇
用
保
険
率
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の

一
・
五
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
変
更
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

そ
の
他

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
二
、
第
二
の
一
及
び

第
二
の
三
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
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二

経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。


